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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　鏡板（26，121，16c，111）の前面に係合部材（24，25，122，22a，112）が形成され
た第１共動部材（21，120）と第２共動部材（22，110）とが相対的に並進的な循環運動を
行う回転機構（20）を備え、該回転機構（20）が上記両共動部材（21，120，22，110）間
に形成される作動室（C1，C2，100）の容積を変化させる流体機械であって、
　　上記第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）の背面側には、中間圧力状態の作動
室（C1，100）に連通して中間圧力で第１共動部材（21，120）を第２共動部材（22，110
）に押圧する環状の背圧室（53）が形成され、
　　上記背圧室（53）には、該背圧室（53）を油が満たすように該油を導く油通路（55）
が連通している
ことを特徴とする流体機械。
【請求項２】
　　請求項１において、
　　上記油通路（55）には、逆流阻止機構（60）が設けられている
ことを特徴とする流体機械。
【請求項３】
　　請求項２において、
　　上記逆流阻止機構（60）は、作動室（C1，100）が所定の高圧圧力以上になると閉鎖
する一方向弁（60）である
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ことを特徴とする流体機械。
【請求項４】
　　請求項１において、
　　上記油通路（55）には、絞り機構（65）が設けられている
ことを特徴とする流体機械。
【請求項５】
　　請求項４において、
　　上記絞り機構（65）は、流体ダイオード（65）である
ことを特徴とする流体機械。
【請求項６】
　　請求項１において、
　　上記第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）の背面側には、高圧圧力状態に維持
された高圧室（50）が背圧室（53）とは別個に形成されている
ことを特徴とする流体機械。
【請求項７】
　　請求項１において、
　　上記第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）の背面側には、低圧圧力状態と中間
圧力状態との間の圧力状態に維持された定圧空間（42）が背圧室（53）とは別個に形成さ
れている
ことを特徴とする流体機械。
【請求項８】
　　請求項１において、
　　上記背圧室（53）の中心は、第１共動部材（21，120）を駆動する駆動軸（33）の軸
心より偏心している
ことを特徴とする流体機械。
【請求項９】
　　請求項１において、
　　上記作動室（C1，C2，100）は、第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）より上
方に位置している
ことを特徴とする流体機械。
【請求項１０】
　　請求項１において、
　　上記第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）の背面及び該背面と対向するハウジ
ング（17，130）の対向面が平面で構成されている
ことを特徴とする流体機械。
【請求項１１】
　　請求項１において、
　　上記２つの共動部材（21，22）の一方は、係合部材を構成する外側シリンダ部材（24
）と内側シリンダ部材（25）とが鏡板（26）の前面に形成されて環状のシリンダ室（C1，
C2）を有するシリンダ（21）であり、
　　上記２つの共動部材（21，22）の他方は、係合部材を構成する環状ピストン部材（22
a）が鏡板（16c）の前面に形成され、該環状ピストン部材（22a）がシリンダ（21）に対
して偏心してシリンダ室（C1，C2）に収納され、上記シリンダ室（C1，C2）を外側の作動
室（C1）と内側の作動室（C2）とに区画するピストン（22）であり、
　　上記回転機構（20）は、各作動室（C1，C2）を高圧側と低圧側とに区画するブレード
（23）を有し、上記ピストン（22）とシリンダ（21）とが相対的に回転するように構成さ
れている
ことを特徴とする流体機械。
【請求項１２】
　　請求項１において、
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　　上記第１共動部材（120）は、係合部材を構成する渦巻状のラップ（122）が鏡板（12
1）の前面に形成された可動スクロール（120）であり、
　　上記第２共動部材（110）は、係合部材を構成する渦巻状のラップ（112）が鏡板（11
1）の前面に形成された固定スクロール（110）であり、
　　上記回転機構（20）は、固定スクロール（110）と可動スクロール（120）とのラップ
（112，122）が噛合して可動スクロール（120）が固定スクロール（110）に対して自転す
ることなく公転運動を行うように構成されている
ことを特徴とする流体機械。
【請求項１３】
　　請求項１において、
　　上記回転機構（20）は、作動流体を圧縮する圧縮機構である
ことを特徴とする流体機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、流体機械に関し、特に、共動部材の押圧機構に係るものである。
【背景技術】
【０００２】
　　従来、流体機械には、特許文献１に開示されているように、空気調和装置に用いられ
るスクロール圧縮機がある。該スクロール圧縮機は、渦巻状のランプが鏡板の前面に形成
された固定スクロールと可動スクロールとを備えている。そして、上記両スクロールのラ
ップが噛合した状態において、可動スクロールが固定スクロールに対して自転することな
く公転運動を行う。この公転運動により圧縮室の容積が収縮して冷媒を圧縮する。
【０００３】
　　一方、上記スクロール圧縮機において、可動スクロールの背面側には、背圧室が形成
されている。該背圧室は、中間圧力状態の圧縮室に連通され、中間圧力の冷媒が導入され
ている。そして、上記中間圧力の冷媒によって可動スクロールが固定スクロールに所定の
押圧力によって押し付けられ、ラップと相手側鏡板との隙間を無くすようにしている。更
に、圧縮室が異常高圧になると、ラップと相手側鏡板との間から異常高圧を低圧側に開放
するようにしている。
【特許文献１】特開２００５－１４７１０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　　しかしながら、従来のスクロール圧縮機においては、背圧室と中間圧力状態の圧縮室
とを単に連通させているのみであり、背圧室に常時ガス冷媒が満たされていた。
【０００５】
　　したがって、上記背圧室の流体が圧縮性流体のガス冷媒であるため、圧縮室の圧力変
動によって背圧室のガス冷媒をポンピングするという問題があった。つまり、圧縮室の圧
力が変動すると、背圧室のガス冷媒が吸い揚げたり、又は背圧室にガス冷媒を押し込んだ
りすることになる。この結果、動力損失が生じるという問題があった。
【０００６】
　　本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、背圧室における動力損失の低減を
図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　本発明は、背圧室を非圧縮性流体で満たすようにしたものである。
【０００８】
　　具体的に、第１の発明は、鏡板（26，121，16c，111）の前面に係合部材（24，25，1
22，22a，112）が形成された第１共動部材（21，120）と第２共動部材（22，110）とが相
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対的に並進的な循環運動を行う回転機構（20）を備え、該回転機構（20）が上記両共動部
材（21，120，22，110）間に形成される作動室（C1，C2，100）の容積を変化させる流体
機械を対象としている。そして、上記第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）の背面
側には、中間圧力状態の作動室（C1，100）に連通して中間圧力で第１共動部材（21，120
）を第２共動部材（22，110）に押圧する環状の背圧室（53）が形成されている。更に、
上記背圧室（53）には、該背圧室（53）を油が満たすように該油を導く油通路（55）が連
通している。
【０００９】
　　また、第２の発明は、上記第１の発明において、上記油通路（55）に逆流阻止機構（
60）が設けられている。
【００１０】
　　また、第３の発明は、上記第２の発明において、上記逆流阻止機構（60）は、作動室
（C1，100）が所定の高圧圧力以上になると閉鎖する一方向弁（60）である。
【００１１】
　　また、第４の発明は、上記第１の発明において、上記油通路（55）に絞り機構（65）
が設けられている。
【００１２】
　　また、第５の発明は、上記第４の発明において、上記絞り機構（65）が流体ダイオー
ド（65）である。
【００１３】
　　また、第６の発明は、上記第１～５の発明の何れかにおいて、上記第１共動部材（21
，120）の鏡板（26，121）の背面側に、高圧圧力状態に維持された高圧室（50）が背圧室
（53）とは別個に形成されている。
【００１４】
　　また、第７の発明は、上記第１～６の発明の何れかにおいて、上記第１共動部材（21
，120）の鏡板（26，121）の背面側に、低圧圧力状態と中間圧力状態との間の圧力状態に
維持された定圧空間（42）が背圧室（53）とは別個に形成されている。
【００１５】
　　また、第８の発明は、上記第１～７の発明の何れかにおいて、上記背圧室（53）の中
心が第１共動部材（21，120）を駆動する駆動軸（33）の軸心より偏心している。
【００１６】
　　また、第９の発明は、上記第１～８の発明の何れかにおいて、上記作動室（C1，C2，
100）が第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）より上方に位置している。
【００１７】
　　また、第１０の発明は、上記第１～９の発明の何れかにおいて、上記第１共動部材（
21，120）の鏡板（26，121）の背面及び該背面と対向するハウジング（17，130）の対向
面が平面で構成されている。
【００１８】
　　また、第１１の発明は、上記第１～１０の発明の何れかにおいて、上記２つの共動部
材（21，22）の一方は、係合部材を構成する外側シリンダ部材（24）と内側シリンダ部材
（25）とが鏡板（26）の前面に形成されて環状のシリンダ室（C1，C2）を有するシリンダ
（21）であり、上記２つの共動部材（21，22）の他方は、係合部材を構成する環状ピスト
ン部材（22a）が鏡板（16c）の前面に形成され、該環状ピストン部材（22a）がシリンダ
（21）に対して偏心してシリンダ室（C1，C2）に収納され、上記シリンダ室（C1，C2）を
外側の作動室（C1）と内側の作動室（C2）とに区画するピストン（22）である構成として
いる。そして、上記回転機構（20）は、各作動室（C1，C2）を高圧側と低圧側とに区画す
るブレード（23）を有し、上記ピストン（22）とシリンダ（21）とが相対的に回転するよ
うに構成されている。
【００１９】
　　また、第１２の発明は、上記第１～１０の発明の何れかにおいて、上記第１共動部材
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（120）は、係合部材を構成する渦巻状のラップ（122）が鏡板（121）の前面に形成され
た可動スクロール（120）であり、上記第２共動部材（110）は、係合部材を構成する渦巻
状のラップ（112）が鏡板（111）の前面に形成された固定スクロール（110）である構成
としている。そして、上記回転機構（20）は、固定スクロール（110）と可動スクロール
（120）とのラップ（112，122）が噛合して可動スクロール（120）が固定スクロール（11
0）に対して自転することなく公転運動を行うように構成されている。
【００２０】
　　また、第１３の発明は、上記第１～１２の発明の何れかにおいて、上記回転機構（20
）が作動流体を圧縮する圧縮機構である。
【００２１】
　　したがって、上記第１の発明では、作動室（C1，C2，100）の容積を変化させる動作
中において、作動室（C1，100）の中間圧力が背圧室（53）に作用している。同時に、油
が油通路（55）を介して背圧室（53）に供給されている。この結果、上記背圧室（53）は
、油で満たされると同時に中間圧力状態に維持され、この中間圧力によって第１共動部材
（21，120）が第２共動部材（22，110）に押圧されている。特に、上記作動室（C1，100
）は、第１共動部材（21，120）の運動によって圧力状態が変化し、中間圧力が低い状態
の場合、この低い圧力でもって第１共動部材（21，120）が第２共動部材（22，110）に押
圧され、中間圧力が高い状態の場合、この高い圧力でもって第１共動部材（21，120）が
第２共動部材（22，110）に押圧される。
【００２２】
　　また、上記第２の発明では、逆流阻止機構（60）によって背圧室（53）の油の逆流が
阻止され、具体的に、上記第３の発明では、作動室（C1，100）が所定の高圧圧力以上に
なると一方向弁（60）が閉鎖する。
【００２３】
　　また、上記第４の発明では、絞り機構（65）によって背圧室（53）の油の逆流が阻止
され、具体的に、上記第５の発明では、流体ダイオード（65）によって背圧室（53）の油
の逆流が阻止している。
【００２４】
　　また、上記第６の発明では、背圧室（53）とは別個の高圧室（50）の高圧圧力によっ
て第１共動部材（21，120）が第２共動部材（22，110）に押圧されている。
【００２５】
　　また、上記第７の発明では、背圧室（53）とは別個の定圧空間（42）の圧力によって
第１共動部材（21，120）が第２共動部材（22，110）に押圧されている。
【００２６】
　　また、上記第８の発明では、背圧室（53）の中心が第１共動部材（21，120）を駆動
する駆動軸（33）の軸心より偏心し、押圧力の作用点を第１共動部材（21，120）に対す
る離反スラスト力が最大値となる時の作用中心に一致させている。
【００２７】
　　また、上記第９の発明では、作動室（C1，C2，100）が第１共動部材（21，120）の鏡
板（26，121）より上方に位置し、油通路（55）にガス流体が逆流した際においても該ガ
ス流体が確実に排出される。
【００２８】
　　また、上記第１０の発明では、第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）の背面及
び該背面と対向するハウジング（17，130）の対向面が平面で構成され、ガス冷媒が溜ま
りにくく且つ油攪拌損失が低減される。
【００２９】
　　また、上記第１１の発明では、ピストン（22）とシリンダ（21）とが相対的に回転し
、シリンダ室（C1）の中間圧力が背圧室（53）に作用し、シリンダ（21）及びピストン（
22）の一方を他方に押圧している。
【００３０】
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　　また、上記第１２の発明では、可動スクロール（120）が固定スクロール（110）に対
して自転することなく公転運動を行い、ラップ（112，122）間に形成される作動室（100
）の中間圧力が背圧室（53）に作用し、可動スクロール（120）を固定スクロール（110）
に押圧している。
【発明の効果】
【００３１】
　　上記本発明によれば、第１共動部材（21，120）の背面における背圧室（53）の中間
圧力が作動室（C1）の圧力状態に対応して変化するようにしたために、第１共動部材（21
，120）を第２共動部材（22，110）に適切な押圧力で押圧させることができる。
【００３２】
　　特に、上記第１１の発明によれば、２つの共動部材（21，22）を構成するシリンダ（
21）及びピストン（22）の一方を他方に適切な押圧力で押圧させることができる。つまり
、例えば、外側シリンダ室（C1）の圧力が高圧圧力となり、シリンダ（21）を傾けるチッ
ピング力が大きくなるときにシリンダ（21）の押し付け力を大きくすることができると同
時に、外側シリンダ室（C1）の圧力が低圧圧力となるときにはシリンダ（21）の押し付け
力を小さくすることができる。この結果、シリンダ（21）とピストン（22）との間のスラ
スト摺動損失の低減を図ることができる。
【００３３】
　　また、上記背圧室（53）を潤滑油で満たすようにしたために、非圧縮流体で背圧室（
53）を満たすことができるので、ガス流体が背圧室（53）に存在しないことから、ガス流
体のポンピングを防止することができる。つまり、上記作動室（C1，100）の圧力変動に
よって、背圧室（53）のガス冷媒が吸い揚げたり、又は背圧室（53）にガス冷媒を押し込
んだりすることを防止することができ、動力損失を低減することができる。
【００３４】
　　また、上記第２～第５の発明によれば、上記油通路（55）に逆流阻止機構（60）又は
絞り機構（65）を設けているので、上記背圧室（53）が高圧状態になった際に潤滑油の逆
流を防止することができることから、背圧室（53）を所定の高圧状態に維持することがで
きる。特に、上記回転機構（20）が圧縮機構で、吐出圧力である高圧が低い運転時（例え
ば、低圧縮比運転や起動時等）において、ケーシングの内圧が作動室（C1，C2，100）の
高圧より低くなる場合に第１共動部材（21）の転覆による圧縮不良を回避することができ
る。その上、中間圧力となった上記作動室（C1，C2，100）から高圧側に排出可能な弁機
構を有する通路を設けた場合、背圧室（53）を所定の中間圧力に維持しつつ液圧縮を効果
的に防止することができる。
【００３５】
　　また、上記第６の発明によれば、上記高圧室（50）から高圧圧力を第１共動部材（21
，120）に作用させるので、常時所定の押圧力で第１共動部材（21，120）を第２共動部材
（22，110）に押し付けることができる。この結果、第１共動部材（21，120）の挙動を安
定させることができる。
【００３６】
　　また、上記第７の発明によれば、上記定圧空間（42）から所定圧力を第１共動部材（
21，120）に作用させるので、最低限の押圧力で第１共動部材（21，120）を第２共動部材
（22，110）に押し付けることができる。この結果、第１共動部材（21，120）の挙動を安
定させることができると共に、低圧圧力が高い運転条件においても最適な押し付け力を第
１共動部材（21，120）に作用させることができる。
【００３７】
　　また、上記第８の発明によれば、上記背圧室（53）の重心を駆動軸（33）の軸心より
偏心させているので、押圧力の作用点を第１共動部材（21，120）に対する離反スラスト
力が最大値となる時の作用中心に一致させることができる。この結果、小さな押し付け力
で第１共動部材（21，120）のチッピングを防止することができる。
【００３８】
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　　また、上記第９の発明によれば、上記作動室（C1，C2，100）が第１共動部材（21，1
20）の鏡板（26，121）より上方に位置しているので、油通路（55）にガス冷媒が逆流し
た際においても該ガス冷媒を確実に排出することができる。
【００３９】
　　また、上記第１０の発明によれば、上記第１共動部材（21，120）の鏡板（26，121）
の背面と該背面と対向するハウジング（17，130）の対向面とが何れも平坦面に形成され
ているので、ガス冷媒が溜まりにくく且つ油攪拌損失を低減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００４１】
　　〈発明の実施形態１〉
　　本実施形態は、図１に示すように、流体機械に回転式圧縮機（1）を適用したもので
ある。該圧縮機（1）は、全密閉型に構成され、該圧縮機（1）のケーシング（10）内には
、回転機構である偏心回転形ピストン（22）機構の圧縮機構（20）と、駆動機構である電
動機（30）とが収納されている。上記圧縮機（1）は、例えば、空気調和装置の冷媒回路
に設けられ、蒸発器から吸入した冷媒を圧縮して凝縮器へ吐出する。
【００４２】
　　上記ケーシング（10）は、円筒状の胴部（11）と、この胴部（11）の上端部に固定さ
れた上部鏡板（12）と、胴部（11）の下端部に固定された下部鏡板（13）とから構成され
ている。上記上部鏡板（12）には吸入管（14）が設けられ、胴部（11）には吐出管（15）
が設けられている。
【００４３】
　　上記ケーシング（10）の内部には、圧縮機構（20）を構成するための上部ハウジング
（16）と下部ハウジング（17）が固定されている。そして、上記ケーシング（10）の内部
において、上部ハウジング（16）の上方が低圧空間（S1）に構成され、下部ハウジング（
17）の下方が高圧空間（S2）に構成されている。上記低圧空間（S1）には吸入管（14）が
連通し、高圧空間（S2）には吐出管（15）が連通している。
【００４４】
　　上記電動機（30）は、圧縮機構（20）の下方に配置され、ステータ（31）とロータ（
32）とを備えている。上記ステータ（31）は、ケーシング（10）の胴部（11）に固定され
ている。上記ロータ（32）には駆動軸（33）が連結され、該駆動軸（33）は上記圧縮機構
（20）を上下方向に貫通している。
【００４５】
　　上記駆動軸（33）には、該駆動軸（33）の内部を軸方向に延びる給油路（図示省略）
が設けられている。また、上記駆動軸（33）の下端部には、給油ポンプ（34）が設けられ
ている。上記給油路は、給油ポンプ（34）から圧縮機構（20）まで延び、ケーシング（10
）の底部の潤滑油を給油ポンプ（34）により圧縮機構（20）の摺動部に供給している。
【００４６】
　　上記駆動軸（33）の上部には、偏心部（33a）が形成されている。該偏心部（33a）は
、駆動軸（33）の軸心から所定量だけ偏心している。
【００４７】
　　上記圧縮機構（20）は、図２に示すように、環状のシリンダ室（C1，C2）を有するシ
リンダ（21）と、該シリンダ室（C1，C2）内に位置する環状ピストン部材（22a）を有す
るピストン（22）と、シリンダ室（C1，C2）を第１室の高圧室（C1-Hp，C2-Hp）と第２室
の低圧室（C1-Lp，C2-Lp）とに区画するブレード（23）とを備えている。
【００４８】
　　上記シリンダ（21）とピストン（22）とは、相対的に並進的な循環運動を行う回転機
構であり、つまり、相対的に偏心回転運動をするように構成されている。尚、本実施形態
１では、上記シリンダ（21）が可動側であって第１共動部材を構成し、上記ピストン（22
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）が固定側であって第２共動部材を構成している。
【００４９】
　　上記シリンダ（21）は、係合部材である外側シリンダ部材（24）と内側シリンダ部材
（25）とを備えると共に、外側シリンダ部材（24）と内側シリンダ部材（25）との下端部
を連結する鏡板（26）を備えている。そして、上記内側シリンダ部材（25）が駆動軸（33
）の偏心部（33a）に摺動自在に嵌め込まれている。
【００５０】
　　上記外側シリンダ部材（24）の内周面と内側シリンダ部材（25）の外周面は、互いに
同一中心上に配置された円筒面に形成されている。上記ピストン（22）の環状ピストン部
材（22a）の外周面と外側シリンダ部材（24）の内周面との間に作動室である外側シリン
ダ室（C1）が形成され、ピストン（22）の環状ピストン部材（22a）の内周面と内側シリ
ンダ部材（25）の外周面との間に作動室である内側シリンダ室（C2）が形成されている。
そして、上記シリンダ室（C1，C2）はシリンダ（21）の鏡板（26）より上方に形成されて
いる。
【００５１】
　　上記ピストン（22）は、上部ハウジング（16）に一体的に形成されている。該上部ハ
ウジング（16）は、中央部の軸受け部（16a）と、ケーシング（10）の胴部（11）に固定
される外周部のブラケット部（16b）と、該ブラケット部（16b）と軸受け部（16a）とを
繋ぐ平板部（16c）とを備えている。
【００５２】
　　上記平板部（16c）には、ピストン（22）の環状ピストン部材（22a）が一体に形成さ
れて平板部（16c）より下方に突出している。上記環状ピストン部材（22a）は、係合部材
を構成し、円環の一部分が分断されたＣ型形状に形成されている。そして、上記平板部（
16c）がピストン（22）の鏡板を兼用し、該平板部（16c）と環状ピストン部材（22a）と
によってピストン（22）が構成されている。
【００５３】
　　上記圧縮機構（20）は、ピストン（22）とブレード（23）とを相互に可動に連結する
連結部材として揺動ブッシュ（27）を備えている。上記ブレード（23）は、シリンダ室（
C1，C2）の径方向線上で、内側シリンダ部材（25）の外周面から外側シリンダ部材（24）
の内周面まで延び、ピストン（22）を挿通している。
【００５４】
　　上記揺動ブッシュ（27）は、ブレード（23）に対して高圧室（C1-Hp，C2-Hp）側に位
置する吐出側ブッシュ（27A）と、ブレード（23）に対して低圧室（C1-Lp，C2-Lp）側に
位置する吸入側ブッシュ（27B）とから構成されている。上記両ブッシュ（27A，27B）は
断面略半円形に形成されている。そして、上記両ブッシュ（27A，27B）の対向面の間にブ
レード（23）が挟まれた状態で設けられ、該ブレード（23）が進退する。同時に、揺動ブ
ッシュ（27A，27B）は、ピストン（22）に対してブレード（23）と一体的に揺動する。
【００５５】
　　尚、この実施形態では両ブッシュ（27A，27B）を別体とした例について説明したが、
両ブッシュ（27A，27B）は、一部で連結した一体構造としてもよい。
【００５６】
　　一方、上記下部ハウジング（17）は、中央部の軸受け部（17a）と、該軸受け部（17a
）に連続し且つ外周部がケーシング（10）の胴部（11）に固定される平板部（17b）とを
備えている。そして、上記平板部（17b）の上面には、上記シリンダ（21）が鏡板（26）
にて載置されている。つまり、上記シリンダ（21）の鏡板（26）の背面と該背面と対向す
る平板部（17b）の上面とが何れも平坦面に形成されている。
【００５７】
　　また、上記上部ハウジング（16）及び下部ハウジング（17）は、駆動軸（33）を軸受
け部（16a，17a）によってケーシング（10）に保持している。
【００５８】
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　　上記上部ハウジング（16）の平板部（16c）には、ケーシング（10）内における圧縮
機構（20）の上方の低圧空間（S1）から外側シリンダ室（C1）及び内側シリンダ室（C2）
に連通する吸入口（41）と、外側シリンダ室（C1）の吐出口（45）及び内側シリンダ室（
C2）の吐出口（46）が形成されている。
【００５９】
　　上記圧縮機構（20）の上方にはカバープレート（18）が設けられ、上部ハウジング（
16）とカバープレート（18）の間に吐出空間（49）が形成されている。該吐出空間（49）
は、吐出口（45，46）が吐出弁（47，48）を介して連通すると共に、上部ハウジング（16
）と下部ハウジング（17）に形成された吐出通路（49a）を介して、圧縮機構（20）の下
方の高圧空間（S2）と連通している。
【００６０】
　　尚、上記上部ハウジング（16）のブラケット部（16b）と外側シリンダ部材（24）と
の間には、低圧空間（S1）の圧力よりやや高い定圧空間（42）に構成されている。
【００６１】
　　一方、上記下部ハウジング（17）の中央部には、上方に開口した中央凹部（50）が形
成されている。該中央凹部（50）は、給油路（図示省略）より高圧の潤滑油が供給され、
高圧室に構成され、シリンダ（21）を鏡板（26）の背面からピストン（22）に押圧してい
る。また、上記下部ハウジング（17）における平板部（17a）には、２つのシールリング
（51，52）が設けられている。このシールリング（51，52）は、下部ハウジング（17）の
環状溝に取り付けられ、シリンダ（21）の鏡板（26）の下面に接している。
【００６２】
　　上記下部ハウジング（17）の平板部（17a）とシリンダ（21）の鏡板（26）との間に
おいて、上記両シールリング（51，52）の間は、背圧室（53）に形成されている。そして
、上記シリンダ（21）の鏡板（26）には、該鏡板（26）を貫通する連通路（54）が形成さ
れている。該連通路（54）は、上記背圧室（53）と外側シリンダ室（C1）とを連通させ、
中間圧力状態の外側シリンダ室（C1）から中間圧力の冷媒を背圧室（53）に導入させてい
る。そして、上記背圧室（53）における中間圧力の冷媒によってシリンダ（21）をピスト
ン（22）に押圧している。つまり、上記外側シリンダ室（C1）で変動する中間圧力の冷媒
によって外側シリンダ部材（24）及び内側シリンダ部材（25）の先端面（上面）が上部ハ
ウジング（16）の平板部（16c）に押圧され、環状ピストン部材（22a）の先端面（下面）
がシリンダ（21）の鏡板（26）に押圧されている。
【００６３】
　　更に、上記下部ハウジング（17）の軸受け部（17a）には、油通路（55）が形成され
ている。該油通路（55）は中央凹部（50）と背圧室（53）とを連通させ、中央凹部（50）
から高圧の潤滑油を背圧室（53）に導いている。つまり、上記背圧室（53）は、油で満た
されるように構成されている。
【００６４】
　　上記油通路（55）には、図３～図５に示すように、一方向弁（60）が設けられている
。該一方向弁（60）は、油通路（55）における背圧室（53）の端部に設けられ、中央凹部
（50）から背圧室（53）に向かう流れのみを許容する弁である。上記一方向弁（60）は、
逆流阻止機構を構成し、弁体（61）と弁押さえ（62）とを備え、平板部（16c）に嵌め込
まれている。上記弁体（61）は、円盤状に形成され、Ｃ字状の切り目（63）が形成されて
中央部に舌状の弁部（64）が形成されている。上記弁押さえ（62）は、油通路（55）の開
口端部に設けられ、上記弁部（64）が屈折するための弁空間が形成されている。
【００６５】
　　また、上記２つのシールリング（51，52）の中心は、駆動軸（33）の軸心より偏心し
ている。つまり、上記背圧室（53）の重心が駆動軸（33）の軸心より偏心している。そし
て、上記背圧室（53）の重心は、２つのシリンダ室（C1，C2）の冷媒圧力による離反スラ
スト力（シリンダ（21）を下部ハウジング（17）側に押し付ける力）が最大値となる時の
作用中心に一致させるようにしている。
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【００６６】
　　一方、上記定圧空間（42）と低圧空間（S1）との間には、圧力調整機構（70）が設け
られている。該圧力調整機構（70）は、上部ハウジング（16）のブラケット部（16b）に
設けられ、調整通路（71）と該調整通路（71）の途中に設けられたボール弁（72）及びス
プリング（73）とを備えている。そして、上記定圧空間（42）は、シールリング（51）を
介して背圧室（53）の中間圧力が作用する一方、該定圧空間（42）の圧力が低圧空間（S1
）の低圧圧力にスプリング（73）のバネ力を加えた所定圧力以上になると、該定圧空間（
42）の圧力が低圧空間（S1）に逃げるように構成されている。つまり、上記定圧空間（42
）は、背圧室（53）の中間圧力と低圧空間（S1）の低圧圧力との間の所定圧力に維持され
、この所定圧力によってシリンダ（21）をピストン（22）に押圧している。
【００６７】
　　したがって、上記外側シールリング（51）の外側は低圧空間（S1）の吸入圧力よりや
や高く、外側シールリング（51）と内側シールリング（52）との間は背圧室（53）の中間
圧力となり、内側シールリング（52）の内側は中央凹部（50）の吐出圧力となる。
【００６８】
　　　　－運転動作－
　　次に、上述した回転式圧縮機（1）の運転動作について説明する。
【００６９】
　　先ず、上記電動機（30）を起動すると、シリンダ（21）がピストン（22）に対して揺
動し、外側シリンダ（24）及び内側シリンダ（25）がピストン（22）に対して揺動しなが
ら公転し、圧縮機構（20）が所定の圧縮動作を行う。
【００７０】
　　具体的に、外側シリンダ室（C1）では、図２（Ｄ）の状態で低圧室（C1-Lp）の容積
がほぼ最小であり、ここから駆動軸（33）が図の右回りに回転して図２（Ａ）、図２（Ｂ
）、図２（Ｃ）の状態へ変化して低圧室（C1-Lp）の容積が増大し、冷媒が吸入管（14）
、低圧空間（S1）及び吸入口（41）を通って低圧室（C1-Lp）に吸入される。
【００７１】
　　上記駆動軸（33）が一回転して再び図２（Ｄ）の状態になると、上記低圧室（C1-Lp
）への冷媒の吸入が完了する。この低圧室（C1-Lp）は今度は冷媒が圧縮される高圧室（C
1-Hp）となり、ブレード（23）を隔てて新たな低圧室（C1-Lp）が形成される。駆動軸（3
3）がさらに回転すると、上記低圧室（C1-Lp）において冷媒の吸入が繰り返される一方、
高圧室（C1-Hp）の容積が減少し、該高圧室（C1-Hp）で冷媒が圧縮される。上記高圧室（
C1-Hp）の圧力が所定値となって吐出空間（49）との差圧が設定値に達すると、該高圧室
（C1-Hp）の高圧冷媒によって吐出弁（47）が開き、高圧冷媒が吐出空間（49）から吐出
通路（49a）を通って高圧空間（S2）へ流出する。
【００７２】
　　一方、上記内側シリンダ室（C2）では、図２（Ｂ）の状態で低圧室（C2-Lp）の容積
がほぼ最小であり、ここから駆動軸（33）が図の右回りに回転して図２（Ｃ）、図２（Ｄ
）、図２（Ａ）の状態へ変化して該低圧室（C2-Lp）の容積が増大し、冷媒が吸入管（14
）、低圧空間（S1）及び吸入口（41）を通って該低圧室（C2-Lp）に吸入される。
【００７３】
　　上記駆動軸（33）が一回転して再び図２（Ｂ）の状態になると、上記低圧室（C2-Lp
）への冷媒の吸入が完了する。この低圧室（C2-Lp）は今度は冷媒が圧縮される高圧室（C
2-Hp）となり、ブレード（23）を隔てて新たな低圧室（C2-Lp）が形成される。駆動軸（3
3）がさらに回転すると、上記低圧室（C2-Lp）において冷媒の吸入が繰り返される一方、
高圧室（C2-Hp）の容積が減少し、該高圧室（C2-Hp）で冷媒が圧縮される。上記高圧室（
C2-Hp）の圧力が所定値となって吐出空間（49）との差圧が設定値に達すると、該高圧室
（C2-Hp）の高圧冷媒によって吐出弁（48）が開き、高圧冷媒が吐出空間（49）から吐出
通路（49a）を通って高圧空間（S2）へ流出する。
【００７４】
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　　上記高圧空間（S2）の高圧冷媒は吐出管（15）から吐出され、冷媒回路で凝縮行程、
膨張行程、及び蒸発行程を経た後、再度圧縮機（1）に吸入され、上述の動作が繰り返さ
れる。
【００７５】
　　上述した圧縮動作中において、ケーシング（10）の底部の潤滑油は給油ポンプ（34）
により駆動軸（33）の給油路（図示省略）を介して圧縮機構（20）の摺動部に供給され、
中央凹部（50）にも供給されている。そして、上記中央凹部（50）の高圧潤滑油によって
シリンダ（21）の鏡板（26）の背面中央部がピストン（22）側に押圧されている。
【００７６】
　　一方、上記外側シリンダ室（C1）の中間圧力状態の冷媒から連通路（54）を介して中
間圧力が背圧室（53）に作用している。同時に、上記中央凹部（50）から高圧の潤滑油が
油通路（55）を介して背圧室（53）に供給されている。したがって、上記背圧室（53）は
、潤滑油で満たされると同時に外側シリンダ室（C1）の中間圧力状態に維持され、この中
間圧力によってシリンダ（21）の鏡板（26）の背面がピストン（22）側に押圧されている
。特に、上記外側シリンダ室（C1）は、シリンダ（21）の揺動によって圧力状態が変化し
、中間圧力が低い状態の場合、この低い圧力でもってシリンダ（21）がピストン（22）に
押圧され、中間圧力が高い状態の場合、この高い圧力でもってシリンダ（21）がピストン
（22）に押圧されることになる。
【００７７】
　　また、上記外側シリンダ室（C1）の圧力が吐出圧力である高圧圧力以上に過上昇した
場合、連通路（54）に一方向弁（60）が設けられているので、背圧室（53）から中央凹部
（50）への潤滑油等の逆流が阻止される。
【００７８】
　　更に、上記定圧空間（42）は、背圧室（53）の中間圧力と低圧空間（S1）の低圧圧力
との間の所定圧力に維持され、常に少なくとも最低限の押し付け力でシリンダ（21）がピ
ストン（22）に押圧されることになる。
【００７９】
　　　　－実施形態１の効果－
　　したがって、本実施形態によれば、シリンダ（21）の背面における背圧室（53）の中
間圧力が外側シリンダ室（C1）の圧力状態に対応して変化するようにしたために、シリン
ダ（21）をピストン（22）に適切な押圧力で押圧させることができる。つまり、上記外側
シリンダ室（C1）の圧力が高圧圧力となり、シリンダ（21）を傾けるチッピング力が大き
くなるときにシリンダ（21）の押し付け力を大きくすることができると同時に、上記外側
シリンダ室（C1）の圧力が低圧圧力となるときにはシリンダ（21）の押し付け力を小さく
することができる。この結果、シリンダ（21）とピストン（22）との間のスラスト摺動損
失の低減を図ることができる。
【００８０】
　　また、上記背圧室（53）を潤滑油で満たすようにしたために、非圧縮流体で背圧室（
53）を満たすことができるので、ガス冷媒が背圧室（53）に存在しないことから、ガス冷
媒のポンピングを防止することができる。つまり、上記外側シリンダ室（C1）の圧力変動
によって、背圧室（53）のガス冷媒が吸い揚げたり、又は背圧室（53）にガス冷媒を押し
込んだりすることを防止することができ、動力損失を低減することができる。
【００８１】
　　また、上記油通路（55）に一方向弁（60）を設けているので、背圧室（53）が高圧状
態になった際に潤滑油の逆流を防止することができることから、背圧室（53）を所定の高
圧状態に維持することができる。
【００８２】
　　特に、吐出圧力である高圧が低い運転時（例えば、低圧縮比運転や起動時等）におい
て、ケーシング（10）の内圧が作動室（C1，C2）の高圧より低くなる場合にシリンダ（21
）の転覆による圧縮不良を回避することができる。その上、中間圧力となった上記シリン
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ダ室（C1，C2）から高圧側に排出可能な弁機構を有する通路を設けた場合、背圧室（53）
を所定の中間圧力に維持しつつ液圧縮を効果的に防止することができる。
【００８３】
　　また、上記中央凹部（50）から高圧圧力をシリンダ（21）に作用させるので、常時所
定の押圧力でシリンダ（21）をピストン（22）に押し付けることができる。この結果、シ
リンダ（21）の挙動を安定させることができる。
【００８４】
　　また、上記定圧空間（42）から所定圧力をシリンダ（21）に作用させるので、最低限
の押圧力でシリンダ（21）をピストン（22）に押し付けることができる。この結果、シリ
ンダ（21）の挙動を安定させることができると共に、低圧圧力が高い運転条件においても
最適な押し付け力をシリンダ（21）に作用させることができる。
【００８５】
　　また、上記背圧室（53）の重心を駆動軸（33）の軸心より偏心させているので、押圧
力の作用点をシリンダ（21）に対する離反スラスト力が最大値となる時の作用中心に一致
させることができる。この結果、小さな押し付け力でシリンダ（21）のチッピングを防止
することができる。
【００８６】
　　また、上記両シリンダ室（C1，C2）がシリンダ（21）の鏡板（26）より上方に位置し
ているので、油通路（55）にガス冷媒が逆流した際においても該ガス冷媒を確実に排出す
ることができる。
【００８７】
　　また、上記シリンダ（21）の鏡板（26）の背面と該背面と対向する平板部（17b）の
上面とが何れも平坦面に形成されているので、ガス冷媒が溜まりにくく且つ油攪拌損失を
低減することができる。
【００８８】
　　〈実施形態１の変形例〉
　　尚、上記逆流阻止機構（60）に代えて、図６に示すように、流体ダイオード（65）を
設けてもよい。該流体ダイオード（65）は絞り機構を構成し、油通路（55）の途中に設け
られ、該油通路（55）の途中を絞ることにより、逆流を防止するようにしている。尚、上
記流体ダイオード（65）の絞り部は２つ以上設けてもよいことは勿論である。
【００８９】
　　〈発明の実施形態２〉
　　次に、本発明の実施形態２について図面に基づいて詳細に説明する。
【００９０】
　　本実施形態は、上記実施形態１が圧縮機構（20）を偏心回転形ピストン機構に構成し
たのに代わり、図７に示すように、スクロール型の圧縮機構としたものである。尚、本実
施形態における回転式圧縮機（1）のケーシング（10）の内部空間は、圧縮機構（20）の
上下に区画され、下方の空間と上方の空間とが連通して高圧空間（S2）になっている。
【００９１】
　　上記圧縮機構（20）は、第１共動部材と第２共動部材とが相対的に並進的な循環運動
を行う回転機構であり、第２共動部材である固定スクロール（110）と、第１共動部材で
ある可動スクロール（120）と、ハウジング（130）とを有している。該ハウジング（130
）は、ケーシング（12）に固定されるとともに、可動スクロール（120）を下方から支持
する支持部材を構成している。
【００９２】
　　上記固定スクロール（110）は、鏡板（111）と、該鏡板（111）に形成された係合部
材である渦巻状のラップ（121）とを備えている。上記可動スクロール（120）は、鏡板（
121）と、該鏡板（121）に形成された係合部材である渦巻状のラップ（122）とを備えて
いる。上記固定スクロール（110）と可動スクロール（120）は、それぞれのラップ（112
，122）が噛み合うように配置されている。そして、上記両スクロール（110，120）によ
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って作動室である圧縮室（100）がラップ（112，122）と鏡板（121，111）との間に区画
形成されている。
【００９３】
　　上記固定スクロール（110）の外周部には、低圧の冷媒を圧縮室（100）に吸入する吸
入空間（143）が形成され、該固定スクロール（110）の中心部には、圧縮室（100）で圧
縮された冷媒が吐出する吐出口（140）が形成されている。上記固定スクロール（110）に
は、吐出口（28）の吐出弁（141）及び弁押さえ（142）が設けられている。
【００９４】
　　上記固定スクロール（110）は、上記ハウジング（130）に固定され、可動スクロール
（120）は、オルダムリング（図示せず）を介してハウジング（130）に載置されている。
また、上記可動スクロール（120）の背面（下面）は、上記駆動軸（33）の偏心部（33a）
に連結されている。
【００９５】
　　そして、上記駆動軸（33）が回転すると、可動スクロール（120）は、駆動軸（33）
の回転中心に対して偏心部（33a）の偏心量を公転半径とする周回軌道上を公転する。一
方、上記オルダムリングは可動スクロール（120）の自転を阻止する。このため、上記可
動スクロール（120）は、自転することなく公転のみを行い、両スクロール（110，120）
のラップ（112，122）間に形成された圧縮室（100）の容積が連続的に変化する。
【００９６】
　　一方、上記ハウジング（130）の中央部には、駆動軸（33）の軸受け部（131）が形成
されると共に、実施形態１と同様の中央凹部（50）が形成されている。そして、上記中央
凹部（50）には、潤滑油が供給されている。一方、上記ハウジング（130）の上面は、平
坦面に形成され、実施形態１と同様の２つのシールリング（51，52）が設けられて背圧室
（53）が形成されている。
【００９７】
　　上記背圧室（53）は、実施形態１と同様に一方向弁（60）を有する油通路（55）によ
って中央凹部（50）に連通すると共に、連通路（54）を介して圧縮室（100）に連通して
いる。
【００９８】
　　また、上記ハウジング（130）の上面の外周部には、上記固定スクロール（110）との
間に定圧空間（42）が形成され、該定圧空間（42）は、実施形態１と同様に圧力調整機構
（70）を介して低圧空間である吸入空間（143）に連通している。
【００９９】
　　尚、上記駆動軸（33）の下端部は軸受け部材（101）によってケーシング（10）に固
定されている。その他、上記背圧室（53）、一方向弁（60）及び圧力調整機構（70）等の
構成は実施形態１と同様である。
【０１００】
　　　　－運転動作－
　　上述した回転式圧縮機（1）の圧縮動作中において、ケーシング（10）の底部の潤滑
油は駆動軸（33）の給油路（図示省略）を介して圧縮機構（20）の摺動部に供給され、中
央凹部（50）にも供給されている。そして、上記中央凹部（50）の高圧潤滑油によって可
動スクロール（120）の鏡板（121）の背面中央部が固定スクロール（110）側に押圧され
ている。
【０１０１】
　　一方、上記圧縮室（100）の中間圧力状態の冷媒から連通路（54）を介して中間圧力
が背圧室（53）に作用している。同時に、上記中央凹部（50）から高圧の潤滑油が油通路
（55）を介して背圧室（53）に供給されている。したがって、上記背圧室（53）は、潤滑
油で満たされると同時に圧縮室（100）の中間圧力状態に維持され、この中間圧力によっ
て可動スクロール（120）の鏡板（121）の背面が固定スクロール（110）側に押圧されて
いる。
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【０１０２】
　　また、上記圧縮室（100）の圧力が吐出圧力である高圧圧力以上に過上昇した場合、
連通路（54）に一方向弁（60）が設けられているので、背圧室（53）から中央凹部（50）
への潤滑油等の逆流が阻止される。
【０１０３】
　　更に、上記定圧空間（42）は、背圧室（53）の中間圧力と吸入空間（143）の低圧圧
力との間の所定圧力に維持され、常に少なくとも最低限の押し付け力で可動スクロール（
120）が固定スクロール（110）に押圧されることになる。その他、上記背圧室（53）の作
用等は実施形態１と同様である。
【０１０４】
　　　　－実施形態２の効果－
　　したがって、本実施形態によれば、可動スクロール（120）の背面における背圧室（5
3）の中間圧力が圧縮室（100）の圧力状態に対応して変化するようにしたために、可動ス
クロール（120）を固定スクロール（110）に適切な押圧力で押圧させることができる。
【０１０５】
　　また、上記背圧室（53）を潤滑油で満たすようにしたために、非圧縮流体で背圧室（
53）を満たすことができるので、ガス冷媒が背圧室（53）に存在しないことから、ガス冷
媒のポンピングを防止することができる。つまり、上記圧縮室（100）の圧力変動によっ
て、背圧室（53）のガス冷媒が吸い揚げたり、又は背圧室（53）にガス冷媒を押し込んだ
りすることを防止することができ、動力損失を低減することができる。
【０１０６】
　　特に、上記油通路（55）に一方向弁（60）を設けているので、背圧室（53）が高圧状
態になった際に潤滑油の逆流を防止することができることから、背圧室（53）を所定の高
圧状態に維持することができる。しかも、吐出圧力である高圧が低い運転時（例えば、低
圧縮比運転や起動時等）において、ケーシング（10）の内圧が圧縮室（100）の高圧より
低くなる場合に可動スクロール（120）の転覆による圧縮不良を回避することができる。
その上、中間圧力となった上記圧縮室（100）から高圧側に排出可能な弁機構を有する通
路を設けた場合、背圧室（53）を所定の中間圧力に維持しつつ液圧縮を効果的に防止する
ことができる。その他の効果は実施形態１と同様である。
【０１０７】
　　〈その他の実施形態〉
　　本発明は、上記実施形態１及び２について、以下のような構成としてもよい。
【０１０８】
　　上記実施形態１は、連通路（54）が背圧室（53）と外側シリンダ室（C1）とを連通さ
せるようにしたが、連通路（54）が背圧室（53）と内側シリンダ室（C2）とを連通させる
ようにしてもよい。
【０１０９】
　　また、上記連通路（54）の一端が外側シリンダ室（C1）と内側シリンダ室（C2）の何
れかに切り換わる構造に構成してもよい。この場合、必要時以外に過大な押し付け力を発
生させることがなく、各シリンダ室（C1，C2）の最大転覆荷重時の転覆を確実に防止する
ことができる。
【０１１０】
　　また、上記実施形態１の背圧室（53）は、１つのみ設けるようにしたが、外側シリン
ダ室（C1）と内側シリンダ室（C2）とにそれぞれ連通する２以上の複数の背圧室（53）を
設けるようにしてもよい。この場合、上記外側シリンダ室（C1）と内側シリンダ室（C2）
とに対応した最適な押し付け力を生じさせることができる。
【０１１１】
　　上記実施形態１及び２は、圧縮機について説明したが、本発明は、膨張機など各種の
流体機械に適用してもよい。
【０１１２】
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　　また、上記実施形態１は、シリンダ（21）を可動側の第１共動部材とし、ピストン（
22）を固定側の第２共動部材としたが、本発明は、シリンダ（21）を固定側の第２共動部
材とし、ピストン（22）を可動側の第１共動部材としてもよい。
【０１１３】
　　尚、以上の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、ある
いはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　　以上説明したように、本発明は、２つの共動部材間に形成される作動室の容積を変化
させる流体機械について有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】図１は、本発明の実施形態１に係る回転式圧縮機の縦断面図である。
【図２】図２は、圧縮機構の動作を示す横断面図である。
【図３】図３は、背圧室の近傍を拡大して示す断面図である。
【図４】図４は、一方向弁を拡大して示す断面図である。
【図５】図５は、一方向弁の弁体の平面図である。
【図６】図６は、実施形態１の変形例を示し、流体ダイオードを拡大して示す断面図であ
る。
【図７】図７は、本発明の実施形態２に係る回転式圧縮機の縦断面図である。
【符号の説明】
【０１１６】
1 　　　　　　回転式圧縮機
17　　　　　　下部ハウジング
17b 　　　　　平板部
20　　　　　　圧縮機構（回転機構）
21　　　　　　シリンダ（第１共動部材）
22　　　　　　ピストン（第２共動部材）
22a 　　　　　環状ピストン部材（係合部材）
23　　　　　　ブレード
24　　　　　　外側シリンダ部材（係合部材）
25　　　　　　内側シリンダ部材（係合部材）
42　　　　　　鏡板
50　　　　　　中央凹部
51，52　　　　シールリング
53　　　　　　背圧室
55　　　　　　油通路
60　　　　　　一方向弁
70　　　　　　圧力調整機構
C1，C2　　　　シリンダ室（作動室）
110 　　　　　固定スクロール（第２共動部材）
120 　　　　　可動スクロール（第１共動部材）
111，121　　　鏡板
112，122　　　ラップ（係合部材）
100 　　　　　圧縮室（作動室）
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